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新型コロナウイルス感染症の発生に伴う 

薬局での高濃度エタノール製品等の取扱いについて（改定） 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記新型コロナウイルス感染症の発生に伴う薬局での高濃度エタノール製品等

の取扱い（改定）について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 本件につきましては、令和2年4月20日付 2長薬発第90号でお知らせしたところですが、

今般、小分けする容器が入手できない場合についての取扱い及び、消防法におけるアル

コール類の規制の対象についての留意点が追記されました。 

 つきましては、ご多忙の折、誠に恐縮ですか、貴会(部会)会員にご周知下さいますよ

う、よろしくお願いいたします。 

 

 

［改正内容］ 

・２．（２）４） 小分けする容器が入手できない場合についての取扱いを追加 

・４（１） 消防法におけるアルコール類の規制の対象についての留意点を追加 
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